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（目的） 

第１条 この規則は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（以下「機構」という。）

における機構職員の研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関し、必要な事項を定め

ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規則において、「研究者等」とは機構職員（非常勤を含む。）のうち、機構

の施設・設備を利用して研究活動を行う者並びに競争的資金を配分する機関（以下「資

金配分機関」という。）が配分する研究費及び機構の研究費（以下「研究費」という。）

の運営及び管理に関わる者をいう。 

２ この規則において、「不正行為」とは研究者等が研究活動上、故意に又は基本的な注

意義務を著しく怠ったことにより行った以下に定める行為をいう。 

一 ねつ造 研究者等が行う研究活動（研究成果の発表の過程を含む。以下同じ。）に

おいて、存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 

二 改ざん 研究者等が行う研究活動において、研究資料・機器・過程を変更する操作

を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。 

三 盗用 研究者等が行う研究活動において、他の研究者のアイディア、分析・解析方

法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用す

ること。 

四 その他 研究者等が行う研究活動における虚偽の記述等又は前号までに規定する行

為に準ずる行為。 

五 研究費の不正使用 研究者等が行う研究費の使用又はその運営及び管理において、

法令及び機構が定める規則等又は競争的資金の交付の決定内容やこれに付した条件等

に違反し、研究費を使用目的以外のものに支出し、又は取引等の実態がないにもかか

わらず不正に支出等すること。 

 

（最高責任者） 

第３条 機構長は機構における研究活動及び研究費の管理・運営に関する最高責任者とし

て、研究活動に関する行動規範を定めるとともに、リーダーシップを発揮して不正行為



の防止等に努めなければならない。 

 

（統括研究責任者等） 

第４条 機構に、最高責任者を補佐し、研究活動及び研究費の管理・運営に関する実質的

な責任者として、統括研究責任者及び統括管理責任者を置く。 

２ 統括研究責任者は研究活動に関する責任者として、第２条第２項第１号から第４号に

定める不正行為に対応するものとする。 

３ 統括管理責任者は研究費の管理・運営に関する責任者として、第２条第２項第５号に

定める不正行為に対応するものとする。 

４ 統括研究責任者及び統括管理責任者は、機構長が指名する理事をもって充てる。 

 

（コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者） 

第５条 機構に、研究開発部（大学ポートレートセンター及び高等教育資格承認情報セン

ターを含む。以下同じ。）における研究費の使用又はその管理・運営に関する実質的な

責任者として、コンプライアンス推進責任者を置く。 

２ 機構に、研究倫理教育の実施に関する責任者として、研究倫理教育責任者を置く。 

３ コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者は、研究開発部長をもって充て

る。 

４ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に定める業務

を行わなければならない。 

一 研究開発部内における不正行為の防止に関する対策を実施し、実施状況を確認する

とともに、統括管理責任者に報告する。 

二 不正防止を図るため、研究者等に対してコンプライアンス教育を実施し、受講状況

を管理監督する。 

三 研究者等が適切に研究費の管理、執行等を行っているかをモニタリングし、必要に

応じて改善を指導する。 

５ コンプライアンス推進責任者は、必要に応じてコンプライアンス推進副責任者を任命

することができる。 

６ 研究倫理教育責任者は、統括研究責任者の指示の下、広く研究活動に関わる者を対象

に定期的に研究倫理教育を実施し、研究倫理教育に関するプログラムの履修者に履修証

明を交付する。 

 

 （職名の公開） 

第６条 前３条の責任者（以下「各責任者」という。）を置いたとき、又はこれを変更し

たときは、その職名を公開するものとする。 

 



（不正行為防止委員会） 

第７条 機構長は、不正行為の防止に関する方策を策定・実施させるため、以下に定める

委員で組織する不正行為防止委員会を設置する。 

一 理事 

二 研究開発部長 

三 主幹 

四 管理部長 

五 総務課長 

六 会計課長 

七 監査室長 

八 前各号のほか機構長が必要と認める者 

２ 不正行為防止委員会に委員長を置き、第１項第１号に定める委員のうちから機構長が

指名する者をもって充てる。 

３ 不正行為防止委員会は、不正防止計画を策定するとともに、その計画に基づいたモニ

タリングを実施し、実施状況について年度ごとに機構長に報告を行うものとする。 

 

（監事の役割） 

第７条の２ 監事は、不正行為防止に関する内部統制の状況について機構全体の観点から

確認し、意見を述べるものとする。 

２ 監事は、前条第３項に規定するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正

発生要因が不正防止計画に反映されているか、また、不正防止計画が適切に実施されて

いるかを確認し、意見を述べるものとする。 

３ 監事は前２項で確認した結果について、企画調整会議において定期的に報告し、意見

を述べるものとする。 

 

（通報等窓口） 

第８条 機構における不正行為についての通報又は相談（以下「通報等」という。）を受

け付ける窓口（以下「通報等窓口」という。）を管理部総務課に設置する。この場合に

おいて、通報等の受付や調査・事実確認を行う者が自己との利害関係を持つ事案に関与

しないよう取り計らうものとする。 

２ 通報等は、機構に所属する職員であるか否かによらず全ての者が行うことができる。 

３ 通報等窓口は、通報者に対し悪意（被通報者を陥れるため、又は被通報者が行う研究

を妨害するため等、専ら被通報者に何らかの損害を与えることや被通報者が所属する機

関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。）に基づく通報

の防止のため、悪意に基づくことが判明した場合には、氏名の公表や刑事告発等があり

得る旨を周知する。 



 

（通報等の方法） 

第９条 通報等は、原則顕名で行うものとし、不正行為をしたとする研究者等の氏名、不

正行為の内容及び不正であるとする合理的理由（第２条第２項第１号から第４号に定め

る不正行為に係る通報等の場合は、不正であるとする科学的な合理性のある理由を含む。）

等を書面（別紙様式１）、電話、ＦＡＸ、電子メール又は面談等により明示して行わな

ければならない。 

２ 匿名の通報等があった場合は、前項の規定にかかわらず、その理由や通報等の内容に

応じ、顕名の場合に準じて取り扱うことができるものとする。 

３ 報道や学会等により不正行為の疑いが指摘された場合又は不正行為の疑いがインター

ネット上に掲載されていることを機構が把握した場合は、前項の場合に準じて取り扱う

ことができるものとする。 

４ 通報の意思を明示しない相談については、その内容に応じ、通報に準じてその内容を

確認・精査し、相当の理由がある場合は、相談者に対して通報の意思があるか否か確認

するものとする。ただし、通報の意思が表示されない場合にも、最高責任者の判断でそ

の事案の調査を開始することができる。 

 

（通報等の取扱い） 

第１０条 通報等窓口は、通報等を受けたときは、速やかに最高責任者及び統括研究責任

者又は統括管理責任者に報告するものとする。この場合において、以下の各号に掲げる

場合には当該機関の長に通報等を回付するものとする。 

一 被通報者に機構以外の機関に所属する者が含まれる場合 

二 被通報者が機構を含む複数の研究機関に所属する場合 

三 機構に所属する被通報者が他の研究機関で行った研究活動に係る通報があった場合 

四 被通報者が機構に採用される以前に所属していた研究機関で過去に行った研究活動

に係る通報があった場合 

五 機構が調査を実施すべき機関に該当しない場合 

２ 書面による通報等、通報等窓口が受け付けたか否かを通報者（匿名の通報者を除く。）

が知りえない方法による通報等がなされた場合は、最高責任者は通報者に通報等を受け

付けたことを通知するものとする。匿名による通報等がなされた場合においては、調査

結果が出る前に通報者の氏名が判明した後は顕名による通報者として取り扱うものとす

る。 

３ 最高責任者は、不正行為が行われようとしている、又は不正行為を求められていると

いう通報等については、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合には、

被通報者に対し警告を行い、通報者に対し警告を行った旨を通知する。 

４ 最高責任者は、機構以外の機関に所属する被通報者に対し警告を行った場合は、被通



報者の所属する機関に警告の内容等について通知する。 

５ 最高責任者は、通報等に係る不正行為が既に行われたと見なされる場合には、統括研

究責任者又は統括管理責任者に命じ、次条に定める調査を行わせるとともに、通報者、

被通報者に対しその旨を連絡するものとする。 

６ 前項の場合において、最高責任者は調査結果の公表まで、通報者、被通報者、通報内

容等について調査関係者以外に漏えいしないよう秘密保持を徹底するものとする。 

７ 最高責任者は、調査に支障があるなど、正当な事由がある場合を除き、資金配分機関

から求めがあった場合には、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じるも

のとする。 

 

（予備調査） 

第１１条 最高責任者は、通報等の内容に応じ、第４条に定める統括研究責任者又は統括

管理責任者に命じ、通報等の内容の合理性等について調査（以下「予備調査」という。）

を行わせ、調査結果を報告させるとともに、通報等を受けた日の翌日から３０日以内に、

本格的な調査（以下「本調査」という。）を実施するかを決定する。 

２ 通報等がなされる前に取り下げられた論文等に係る予備調査を実施する場合は、取下

げに至った経緯・事情を含め、不正行為の問題として調査すべきものか否かを判断し、

本調査の実施を決定するものとする。 

３ 予備調査において、前条第１項第１号から第４号に掲げる場合には、当該機関の長に

対し合同調査を申し入れる場合がある。 

４ 統括研究責任者及び統括管理責任者は、予備調査及び本調査に際し、被通報者に対し

て証拠保全等を命じるほか、必要な措置を講じることができる。 

５ 最高責任者は、予備調査の結果、通報内容に合理性がないと判断した場合は、理由を

付して本調査を実施しない旨を通報者に通知するものとする。この場合において、予備

調査に係る資料を保存し、最高責任者は、当該事案に係る資金配分機関等及び通報者の

求めに応じ開示するものとする。 

    

（本調査） 

第１２条 最高責任者は、予備調査の結果、通報内容に合理性があると判断した場合は、

真相究明のため、調査委員会を設置し本調査を行わせるものとする。この場合において、

本調査の実施の決定後３０日以内に本調査を開始しなければならない。 

２ 本調査の実施に当たっては、通報者、被通報者、資金配分機関及び文部科学省に対し、

その旨を通知するものとし、調査方針、調査対象及び方法等については、資金配分機関

に報告、協議しなければならない。 

３ 第１０条第１項第１号から第４号に掲げる場合には、当該機関と協議の上、被通報者

が通報された事案に係る研究活動を主に行っていた機関を中心に、合同で本調査を実施



するものとする。 

４ 本調査は次に掲げる事項により行うものとする。 

一 通報内容が第２条第２項第１号から第４号に定めるもの 

   論文や実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精査及び関係者のヒアリング等

並びに調査委員会が再現性を示すことを被通報者に求める場合又は被通報者自らの意

思によりそれを申し出て調査委員会がその必要性を認める場合は、調査委員会が合理

的に必要と判断する範囲内の期間及び機会（機器、経費等を含む。）を設けて実施さ

れる被通報者による再実験。 

二 通報内容が第２条第２項第５号に定めるもの 

   研究費の使用に係る証拠書類の精査や使用実態の調査、関係者のヒアリング等。 

三 その他調査委員会が必要と認めた事項 

５ 本調査の実施にあたっては、調査委員会は、被通報者に対して弁明の機会を与えなけ

ればならない。 

６ 前項の弁明において、被通報者が通報内容を否認する場合には、自らの責任において

科学的根拠や合理的根拠等を示し不正行為の疑惑を晴らさねばならない。 

７ 第４項及び前項において、被通報者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であ

るとの疑いが覆されない場合又は被通報者が実験・観察ノート、生データ等の不在等、

本来存在するべき基本的な要素の不足により、証拠等を示すことができない場合は、不

正行為があったと見なされる。ただし、被通報者が善良な管理者の注意義務を履行して

いたにもかかわらず、災害等の本人の責によらない理由により、上記の基本的要素を十

分に示すことができない場合については、この限りではない。 

８ 前項において、実験・観察ノート、生データ等の不在等が、各研究分野の特性に応じ

た合理的な保存期間を超えることによるものである場合についても同様とする。 

９ 調査委員会は、第４項各号に掲げる事項に関して、調査権限を定め、関係者に周知す

るものとする。 

１０ 調査委員会の判断により、調査の対象には、通報された事案に係る研究活動のほか、

調査に関連した被通報者の他の研究活動も含めることができる。 

１１ 調査委員会は、調査に当たって、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究

又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよ

う十分配慮しなければならない。 

１２ 調査委員会は、本調査の過程であっても、資金配分機関からの求めがある場合は、

最高責任者の了解を得て、調査の進捗状況及び調査の中間報告を提出しなければならな

い。 

 

（調査委員会） 

第１３条 調査委員会は、以下に定める委員で組織する。 



一 最高責任者が指名する理事 

二 最高責任者が指名する機構内教員 若干名 

三 管理部長 

四 最高責任者が指名する機構外の有識者 若干名 

五 その他最高責任者が必要と認める者 

２ 調査委員会に委員長を置き、第１項第１号に定める委員をもって充てる。 

３ 第１項第４号の委員の数は、調査委員会の委員の半数以上とする。 

４ 調査委員会の委員は通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者とする。 

５ 最高責任者は、調査委員会を設置したときは、委員の氏名や所属を通報者及び被通報

者に通知するものとする。 

６ 通報者及び被通報者は、調査委員会の委員構成について異議がある場合には、前項の

規定による通知を受けた日から７日以内に異議申立てをすることができる。 

７ 最高責任者は、前項の異議申立てがあった場合、その内容が妥当であると判断したと

きには、当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに、その旨を通報者及び被通報

者に通知するものとする。 

 

（調査中の一時的措置） 

第１４条 最高責任者は、調査期間中、不正行為に係る研究費の執行停止その他必要な措

置を講じることができる。 

 

（認定） 

第１５条 調査委員会は、本調査の開始後概ね１５０日以内に、不正行為の有無、不正行

為の内容、不正行為に関与した者及びその関与の程度に加え、第２条第２項第１号から

第４号に定める不正行為の場合には、通報された研究活動に係る論文等の各著者の当該

論文等及び当該研究活動における役割について、第２条第２項第５号に定める不正行為

の場合には、不正使用の相当額について認定するものとする。 

２ 前項で不正行為がなかったと認定される場合で通報が悪意に基づくものであることが

判明したときは、併せてその旨を認定するものとする。 

３ 前項の認定を行うに当たっては、通報者に弁明の機会を与えなければならない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、調査委員会は、調査の過程であっても、第２条第２項第

４号に規定する研究費の不正使用の事実が一部でも確認された場合には速やかに認定し

なければならない。 

５ 調査委員会は、第１項、第２項及び第４項の内容を認定した場合は、速やかに最高責

任者に報告するものとする。 

６ 最高責任者は、調査委員会による本調査の過程であっても、第４項に基づく認定が行

われたときは、速やかに資金配分機関へ報告しなければならない。 



  

（調査結果の通知） 

第１６条 最高責任者は、前条の認定に基づく調査結果を通報者及び被通報者に通知する。 

２ 最高責任者は、前条第２項の認定があった場合で通報者が機構に所属していない者で

ある場合には、通報者の所属長にも通知する。 

 

（不服申立て） 

第１７条 調査結果の通知を受けた通報者及び被通報者はその内容について不服がある場

合には、通知を受けた日から１４日以内に、理由及び根拠を添えて不服申立てを行うこ

とができる。 

２ 不服申立ては、同一の理由で二度申し出ることはできない。 

３ 通報が悪意に基づくものと認定された通報者（被通報者による不服申立て後の段階で

悪意に基づく通報と認定されたものを含む。この場合の認定については、第１５条第２

項及び第３項を準用する。）は、その認定について、第１項の例により不服申立てをす

ることができる。 

４ 不服申立ての審査は、第１３条に定める調査委員会が行うものとし、再調査開始又は

不服申立ての却下の決定をする。この場合において、不服申立ての趣旨が新たに専門性

を要する判断が必要となる場合には、調査委員の交代又は追加をすることができる。 

５ 調査委員会は、前項の審査において、不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴

う各措置の先送りを主な目的とするものと判断する場合は、以後の不服申立てを受け付

けないことができる。 

６ 調査委員会は、被通報者から不正行為の認定に係る不服申立てがあった場合及び再調

査開始の決定を行った場合は、最高責任者に速やかに報告を行うものとする。この場合

において、最高責任者は、通報者に通知するとともに、資金配分機関及び文部科学省に

報告するものとする。 

７ 調査委員会は、通報が悪意に基づくものと認定された通報者から不服申立てがあった

場合は、最高責任者に速やかに報告を行うものとする。この場合において、最高責任者

は、通報者が所属する機関及び被通報者に通知するとともに、資金配分機関及び文部科

学省に報告するものとする。 

 

（再調査） 

第１８条 調査委員会は、前条に定める再調査開始の決定があった場合には、３０日以内

に再調査を実施しなければならない。 

２ 調査委員会は、再調査の実施に当たって、被通報者に対し、先の調査結果を覆すに足

る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査への協力を求めることがで

きる。 



３ 調査委員会は、前項の協力が被通報者から得られない場合、再調査を実施せず審査を

打ち切ることができる。 

４ 調査委員会は、第１項の再調査開始より５０日以内に、先の調査結果を覆すか否かを

決定するものとする。 

 

（調査結果の報告） 

第１９条 調査委員会は、次の各号に掲げるときは、最終報告書を作成し、速やかに最高

責任者に提出しなければならない。 

一 第１６条による調査結果の通知後、通報者及び被通報者から不服申立てがなく、そ

の内容が確定したとき 

二 第１６条による調査結果の通知後、通報者、被通報者のいずれか又は両方から不服

申立てがあったものの、全ての不服申立てに対して却下の決定を下したことにより、

調査結果が確定したとき 

三 第１７条第１項又は第３項による不服申立てに対し、前条の再調査を実施し完了し

たとき 

四 第１７条第１項又は第３項による不服申立てに対し、再調査開始の決定を行ったも

のの、被通報者から再調査への協力が得られず、再調査を実施せず審査を打ち切った

とき 

２ 最高責任者は、前項による報告に基づき、その調査結果を通報者及び被通報者に通知

するとともに、資金配分機関及び文部科学省に対しては通報の受付から２１０日以内に、

調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・

監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を提出しなければならない。 

３ 前項の期限までに調査が完了しない場合であっても、調査委員会は最高責任者の了解

を得て、資金配分機関に中間報告を提出しなければならない。 

 

（調査結果の公表等） 

第２０条 最高責任者は、第１２条から前条までの調査の結果、不正行為があったと認定

された場合は、速やかに次の事項を公表するものとする。 

一 不正行為をした研究者等の氏名 

二 不正行為の内容 

三 調査委員会委員の所属、氏名 

四 調査委員会が行った調査方法、内容等 

２ 最高責任者は、不正行為があったと認定された場合には、被通報者に対し、論文の取

下げを勧告、研究費の返還を命ずるなど、必要な措置を講ずる。 

３ 最高責任者は、通報等が悪意によるものであったと認定した場合には、通報者の所属、

氏名を公表する。 



４ 最高責任者は、第１２条から前条までの調査の結果、不正行為がなかったと認定した

場合は、調査結果を公表しないものとする。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた

場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表する。 

 

 

（名誉回復等） 

第２１条 最高責任者は、本調査の結果により、不正行為がなかったと認定された場合に

は、第１４条で実施した研究費の執行停止等の措置を解除するなど名誉回復に努めなけ

ればならない。 

 

（不利益扱いの禁止） 

第２２条 最高責任者は、第９条に規定する通報等を行ったことあるいは通報等をされた

ことのみを理由として、調査に関わる必要な事項を除き、当事者に不利益な取扱いをし

てはならない。 

 

（懲戒処分等） 

第２３条 機構長は、不正行為に関与したと認定された研究者等、不正行為に関与したと

までは認定されないが不正行為が認定された論文等の内容に責任を負う者として認定さ

れた研究者等又は悪意の通報を行ったと認定された職員に対し、刑事告発、懲戒等の措

置を講じるものとする。 

２ 機構長は、通報が悪意に基づくものであると認定された場合であって、通報者が機構

に所属していない者である場合には、刑事告発等の措置を講じることができる。 

３ 第１項の懲戒等の措置については、大学改革支援・学位授与機構職員就業規則、大学

改革支援・学位授与機構職員懲戒規則及び大学改革支援・学位授与機構教員の就業に関

する規則によるものとする。 

４ 各責任者において、管理監督の責任が十分に果たされず、結果として不正を招いた場

合には、第１項に準じて取り扱うものとする。 

 

（不正行為の事前防止） 

第２４条 研究者等は諸規則、規範等を遵守すること等を約するため、別紙様式２の誓

約書を機構長に提出しなければならない。 

 

 （研究データの保存） 

第２５条 研究活動の遂行に係る研究者等は、各研究分野の特性に応じた合理的な保存

期間内は研究データを保存するものとし、各責任者、調査委員会及び資金配分機関等

から求めがある場合は開示に応じなければならない。 



 

（庶務） 

第２６条 第７条に定める不正行為防止委員会、第１３条に定める調査委員会及び第２３

条に定める懲戒処分の庶務は管理部総務課が処理する。 

 

（雑則） 

第２７条 この規則に定めるもののほか、不正行為の防止及び対応等の必要な事項は、機

構長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成１９年１０月１５日から施行する。 

 

附 則（平成２３年３月２８日） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２７年２月１０日） 

この規則は、平成２７年２月１０日から施行する。 

 

附 則（平成２８年３月３１日） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成３１年４月９日） 

この規則は、令和元年５月１日から施行する。 

 

附 則（令和元年５月２４日） 

この規則は、令和元年６月１日から施行する。 

 

附 則（令和元年８月２３日） 

この規則は、令和元年９月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月３１日） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年１０月１２日） 

この規則は、令和３年１０月１２日から施行する。 

 



附 則（令和５年３月３１日） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 



別紙様式１ 

 

（元号） 年  月  日 

  

独立行政法人・大学改革支援学位授与機構管理部総務課 

 

所 属：             

氏 名：           印 

連絡先： 

 

研究活動に係る不正行為について（通報） 

 

貴機構所属の下記職員が、研究活動に係る不正行為をしていることを確認しましたので、

通報いたします。 

 

 

記 

 

１．不正行為をしたとする研究者等 

 

所 属： 

職員（又はグループ）名： 

 

２．不正行為の内容（具体的に） 

①捏 造： 

②改ざん： 

③盗 用： 

④その他： 

⑤研究費の不正使用： 

※①～④において、既に論文として公表している場合には、論文名も記載すること。 

 

３．不正であるとする合理的理由（２において①～④を選択した場合は、不正であ

るとする科学的な合理性のある理由） 

 

４．不正行為が発生した時期・場所 

 

５．秘匿したい事項 



別紙様式２ 

 

 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構長  殿 

 

 

誓   約   書 

 

 

私は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の職員として、以下の事項を遵守する

ことをここに誓います。 

 

 

記 

 

１．機構の管理するべき研究費の原資が国民の税金等で賄われていることを認識し、研究

活動の遂行、並びに研究費の使用又はその運営及び管理において一切不正行為をしない

こと。 

 

２．研究費の使用又はその運営及び管理に当たり、当該研究費の資金配分機関が定める各

種要項及び機構が定める規則等の使用ルール、その他関係する法令・通知等を遵守する

とともに、これに違反して不正を行った場合は、機構や資金配分機関の処分及び法的な

責任を負担すること。 

 

３．研究費の取扱いに関する研修等に積極的に参加し、関係法令等、使用ルールに関する

知識の習得や事務処理手続の理解に努めること。 

 

４．職員相互の理解と緊密な連携を図り、協力して研究活動における不正行為及び研究費

の不正使用防止に努めること。 

 

５．研究費の使用又はその運営及び管理に当たり、取引業者との関係において国民の疑惑

や不信を招くことのないよう行動すること。 

 

 

（元号）  年  月  日 

 

 

氏 名                  

 


